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第１章 災害応急・復旧対策の基本 

第１ 基本的な考え方 

原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）において、原子力災害に該当する事象はもとよ

りこれに該当しない事象についても、事故に対する周辺住民の不安、動揺等の緩和を図るため、事故

の状況に応じて、周辺住民への情報提供、注意喚起を行うなどの対策を講じるものとする。 

また、この編に定めのない事項については、第３編 地震災害対策編及び第４編 風水害対策編に準

拠するものとする。 
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第２ 防災対策広報を重点的に充実すべき地域の範囲等

小若江１～４丁目、近江堂１丁目の一部・２～３丁目、新上小阪、南上小阪の住居表示地域までを

防災対策広報を重点的に充実すべき地域とする。 

防災対策広報を重点的に充実すべき地域 
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第２章 災害応急対策 

第１節 初動体制  

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 原子力事故発生情報受信機関の活動 

(1) 消防局が、原子力施設において、消防活動を必要とする事故発生の情報を受信した場合には、危機

管理室に速やかに連絡するとともに、出来る限り被害情報等の収集に努め、逐次危機管理室にその旨

を連絡するものとする。 

(2) 危機管理室において、応急対策の実施が必要となるおそれのある原子力事故発生の情報を受信し

た場合には、消防局、大阪府警察、近畿大学及びＯＦＣ（※）と連絡を密にし、被害情報等の収集・

分析を行うものとする。 

(3) 大阪府緊急時モニタリング計画及び大阪府緊急時モニタリング実施要領に基づき、モニタリング

要員の派遣の要請を受けたときは、ＯＦＣに要員を派遣する。 

第２ 危機管理室内調整会議の開催 

危機管理室長は、前項の原子力事故発生の情報を受けた場合には、危機管理監に直ちに報告すると

ともに、危機管理室員を招集して、次に掲げる事項について応急対策の検討を行うものとする。 

(1) 災害発生情報、被害情報及び災害対策情報等の収集・分析に関すること 

(2) ＯＦＣ派遣職員との連絡調整に関すること 

(3) 大阪府、大阪府警察等防災関係機関との連絡調整に関すること 

(4) 職員の配備体制に関すること 

(5) 原子力事故対策会議開催、災害対策本部設置の必要性に関すること 

(6) 原子力事故対策会議が開催若しくは災害対策本部が設置されたときの当該本部事務局の運営に

関すること 

事務局、消防局、大阪府警察、近畿大学

【ＯＦＣ】（オーエフシー）Off-Site Emergency Managing Control Center 

緊急事態時に、国、大阪府、関係市町や原子力事業所などの防災関係機関の要員が参集し、原子

力災害対策を実施する拠点。緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター） 
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第３ 緊急出動 

消防局長は、救助救急事故又は火災等により被害が拡大するおそれがある場合等、前項の危機管理室

内調整会議の結果に基づく指令を待ついとまがないと判断した場合は、消防隊等を緊急出動させること

が出来るものとする。 

なお、この場合現場情報をその都度危機管理室長に連絡すること。 
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第２節 災害対策本部の設置等

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 原子力事故対策会議の開催 

市長は、次の基準に該当する場合には、本庁舎において原子力事故対策会議を開催する。 

１．開催基準 

(1) 警戒配備期 

(2) その他市長が必要と認めたとき。

２．議長及び副議長 

(1) 市長を議長とし、担当副市長を副議長とする。 

(2) 議長が不在の場合は、担当副市長が、担当副市長が不在の場合は他の副市長が、議事進行するも

のとする。 

(3) 議長の在席をもって会議を開催するものとする。

３．廃止基準 

(1) 応急対策がおおむね完了したとき 

(2) 災害対策本部が設置されたとき 

(3) その他市長が必要がないと認めたとき 

４．議事事項 

(1) 情報の収集・伝達、広報に関すること 

(2) 避難誘導、医療体制に関すること 

(3) 職員の配備に関すること 

(4) 関係機関等との連絡調整に関すること 

(5) 災害対策本部の設置に関すること 

(6) ＯＦＣにおける現地事故対策連絡会議への職員の派遣に関すること 

(7) 緊急時モニタリングの実施に関すること 

(8) その他応急対策に関すること 

５．会議構成員 

市長、副市長、危機管理監のほか市長が予め指名した者、市長公室長、公民連携協働室長、企画

財政部長、行政管理部長、市民生活部長、福祉部長、子どもすこやか部長、健康部長、消防局長、

全部局 
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上下水道事業管理者、教育長、保健所長及び危機管理室員とする。 

第２ ＯＦＣ派遣職員の事前指定 

任務または部名 
準警戒配備期 

（フェーズ２） 
警戒配備期 非常配備期 

統括者 危機管理室長   危機管理室長   担当副市長 

事務局等 危機管理室員等 13名 危機管理室員等 13名 危機管理室長以下  14名 

消防局 消防局職員   ３名 消防局職員   ３名 消防局警防部長以下 ４名 

※参集については、原子力規制庁熊取原子力規制事務所が定める「原子力緊急事態等現地対応マニュ

アル」によるものとする。

第３ 災害対策本部の設置 

市長は次の基準に該当する場合には、災害対策本部を設置する。 

１．設置基準 

 (1) 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したとき 

 (2) 国から本部を設置する旨の指示（指導又は助言）があったとき 

 (3) その他市長が認めたとき 

２．廃止基準 

 (1) 内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出したとき 

 (2) 災害応急対策が概ね完了したとき 

 (3) その他本部長が適当と認めたとき 

第４ 東大阪市原子力災害現地対策本部の設置 

災害対策本部長は、次の設置基準に該当する場合には、原則としてＯＦＣに東大阪市原子力災害現地

対策本部（以下「現地本部」という。）を設置する。 

１．設置基準 

(1) 内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出したとき 

(2) その他市長が必要と認めたとき 
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２．廃止基準 

(1) 内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出したとき 

(2) 災害対策本部長が必要がないと認めたとき 

３．所掌事務 

(1) 災害状況の把握、本部への報告 

(2) 市が実施する緊急事態応急対策の現地調整と推進に関すること 

(3) 現地における関係機関との連絡調整に関すること 

(4) 必要な応援要員と応援期間、集結場所等の指定 

(5) 現地原子力災害対策活動の指揮・統制、情報収集、本部指示の伝達等 

(6) 災害対策本部長の特命事務 

(7) その他必要な事項 

４．組織 

現地本部に現地本部長、現地副本部長、現地本部員その他の職員を置く。 

(1) 現地本部長は、担当副市長が指揮を行う。担当副市長不在の場合は他の副市長が、他の副市長が

不在の場合は危機管理監又は市長が予め指名した者のいずれか１名とする。 

(2) 現地副本部長は、危機管理室長および消防局警防部長の２名とする。 

(3) 現地本部員、その他の職員は、事故対策会議構成員の中から本部長が指名する職員若干名とする。 
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第３節 原子力災害の動員配備基準 

《実施担当》防災体制部局等 

原子力災害が発生し、又は災害となるおそれがある場合に、迅速かつ的確に、災害の防ぎょ、被害の

軽減など応急対策を実施するため、必要な組織動員体制をとるものとする。 

第１ 原子力施設での災害動員配備基準 

原子力災害が発生した場合、又は災害となるおそれがある場合は、災害の規模に応じ、次の配備区分

による動員配備体制をとる。 

配備区分 配備時期 配備内容 参集者 

準
警
戒
配
備

フ
ェ
ー
ズ
１

特定事象に至る
恐れがある事象、
安全上重要な事
象、又は社会的影
響が大きい事象
が発生する等、準
警戒対応の必要
があるとき 

消防局から事故概要の
危機管理室への連絡受
信をはじめとする通信
情報活動に応じられる
体制 

危機管理監、危機管理室員 

フ
ェ
ー
ズ
２

特定事象に至る 
恐れがある事象、
安全上重要な事
象、又は社会的
影響が大きい事 
象が発生する等、
準警戒対応の必 
要があり、同時に
ＯＦＣへの職員 
の派遣の必要が 
あるとき 

１.危機管理監を含む
危機管理室内調整会議 
２.ＯＦＣへの職員の
派遣 

危機管理監、危機管理室員、Ｏ
ＦＣ派遣職員としてあらかじ
め指名されている職員 

警戒配備 
特定事象が発生
したとき 

１.災害に対する現地
調査活動・避難者に対
する避難所開設・要配
慮者への対応・災害広
報体制・災害対策本部
事務局業務等 
２.ＯＦＣへの職員の
派遣 
３.原子力事故対策会
議の開催 
４.現地事故対策連絡
会議（国）に参加 
５.災害による二次災
害の発生を防御及び
隣接市町への応援体
制のため、通信情報活
動、機器資機材の点
検・整備を行う体制 

危機管理監、危機管理室員、部
長級以上の職員、総務担当課
長、ＯＦＣ派遣職員としてあら
かじめ指名されている職員、原
子力災害時の第１次避難所の
施設管理者等、そのほか危機管
理監が必要と認めた場合の担
当職員 

全部局（消防局については、別途警防規程による体制とする。） 
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非
常
配
備

Ａ 号 
配 備 

原子力緊急事態
宣言が発出され
たとき 

１.東大阪市現地対策 
本部の設置 
２.ＯＦＣへの職員の 
派遣増員 
３.原子力災害合同対 
策協議会（国）等に参
加 
４.災害対策本部を設
置し、被害情報の収集
とその対応活動にあ
たるための体制 

危機管理監、危機管理室員、部
長級以上の職員、総務担当課
長、ＯＦＣ派遣職員としてあら
かじめ指名されている職員、原
子力災害時の第１次避難所の
施設管理者等、そのほか危機管
理監が必要と認めた場合の担
当職員等及び全職員の２分の
１程度の職員 

Ｂ 号 
配 備 

市長が必要と判
断したとき 

市が全力をあげて対
応しなければならない
非常事態に対応する体
制 

全職員 

資料7-8：職員動員配備計画表(原子力災害対策) 

第２ 動員配備指令 

動員配備指令は、本部長の命を受けて、行政管理部長が危機管理監と協議のうえ、動員配備基準によ

り緊急情報収集伝達計画に基づき、各部局の総務担当課長に発するものとする。ただし、緊急を要する

場合は、該当職員に連絡するものとする。なお、必要に応じて、特定の部に対して一定の指令を発する、

又は動員配備基準と異なる指令を発することができる。 

第３ 動員配備指令の伝達 

動員配備指令の伝達は、次の経路及び手段により速やかに行うものとする。 

このため総務担当課長は、常に所属職員の住所録を整備し、連絡の方法等をあらかじめ定め、配備体

制が速やかにとれるようにしておかなければならない。

１．伝達経路

２．伝達手段 

(1) 防災行政無線 

危機管理室 危機管理監 行政管理部長 各部局総務担当課長 部局該当職員
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(2) 庁内放送 

(3) 電話 

(4) メール 
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第４節 参集等 

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 非常参集 

職員は、夜間、休日等の勤務時間外に配備指令を受けたときは、速やかに所定の場所へ参集し、防災

活動に従事することとする。 

ただし、次の者については、非常参集を要しないものとする。 

(1) 心身の故障により許可を受けて休暇中の者 

(2) その他やむを得ず部長が参集を要しないと認めた者 

「原子力緊急事態等現地対応マニュアル」により、あらかじめ指名された職員が前２項に該当した

ときは、速やかに代理者を指名すること。

第２ 動員報告 

各部局の総務班等は、動員配備指令に基づき職員を招集したときは、参集職員の状況をとりまとめ、 

様式４により、事務局の指示に従い、おおむね30分から１時間ごとに事務局に報告するものとする。

ただし、参集状況に変更がないときは口頭による報告とし、文書による報告は省略することができる。

 なお、報告は発災から１日目は必須とし、２日目以降３日目までについては事務局の指示に従うも

のとする。 

第３ 応援職員の動員

災害対策本部が設置され、災害応急対策活動の実施に際し、各部長は、部内の職員で不足する場合は、

事務局に応援を要請する。行政管理部人事班長は、要請に基づきその対応に努める。市の職員をもって

も不足するときは、事務局を通じて大阪府、近隣市町村、協定市町村、民間団体等に応援を要請・依頼

する。 

全部局（消防局については、別途警防規程による体制とする。） 
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第５節 原子力災害時の組織体系 

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 災害時活動体系 

本 部 会 議 

最重要事項の決定 

災害対策本部設置前 

動員配備調整会議 

（原子力事故対策会議） 

動員配備体制を決定する 

連絡会議（各部局総務担当課長）

情 報 共 有・相互協力のための調整 

事前調整・応急対策・事後対策 

各  活  動  部  局 

情報確認、避難誘導、被災生活支援、建設、医療、消防、上下水道、その他

公
民
連
携
協
働
室

都
市
魅
力
産
業
ス
ポ
ー
ツ
部

人
権
文
化
部

税
務
部

市
民
生
活
部

福
祉
部

生
活
支
援
部

子
ど
も
す
こ
や
か
部

健
康
部

環
境
部

都
市
計
画
室

交
通
戦
略
室

土
木
部

建
築
部

消
防
局

上
下
水
道
局

教
育
委
員
会
事
務
局

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

監
査
委
員
事
務
局

公
平
委
員
会
事
務
局

農
業
委
員
会
事
務
局

全部局 

危機管理室 

事 務 局（調整会議を開催） 

被害状況・活動報告 

情報収集内容報告 
緊急活動指示 

活動報告 活動指示 

本部長等からの諮問 

本部会議運営支援 

本部会議決定事項の指示 

情報管理 

企画財政部

議会事務局

市長公室 

出納室 

行政管理部

通常活動指示 
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第２ 本部体制とＯＦＣ内の体制（現地本部）の組織図

危
機
管
理
室
内
調
整
会
議

（
危
機
管
理
監
及
び
危
機
管
理
室
員
）

原
子
力
事
故
対
策
会
議

（
市
長
、
副
市
長
、
危
機
管
理
監
、
市
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（ 危 機 管 理 室 長 、 消 防 局 警 防 部 長 ）
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・緊急時モニタリングセンター（国） 

・現 地 事 故 対 策 連 絡 会 議（国） 

・原子力災害合同対策協議会（国） 緊急事態対応方針 

決定会議（国） 

全 体 会 議（国） 

情報集約 

緊急時 

モニタリング 

体制 (府) 
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ＯＦＣ派遣時の班は次の防災部局班が対応する。 

ＯＦＣ派遣時の班名 防災体制部局班名 

総括班 危機管理室 指揮班 

広報班 市長公室 広報班 

住民安全班 公民連携協働室・市民生活部 避難所班 

市民生活部 総務班  

消防局 警備班 

放射線班 健康部 衛生班 

医療班 健康部 総務班 保健班、医療班 

運営支援班 行政管理部 総務班、消防局 総務班 
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第６節 災害情報の収集伝達 

《実施担当》防災体制部局等 

防災関係機関及び原子力事業者は、原子力施設内で災害事象が発生したときは、被害の拡大を防止し、

傷病者等を救護するため、互に連携協力し、状況の把握及び応急対策の実施のための情報収集及び伝達活

動を行う。 

第１ 消防活動事象の発生時の連絡 

１．消火活動を必要とするとき 

原子力事業者は、原子力施設内で消火活動を必要とする事象を発見したときは、消防局に通報するも

のとする。その際、燃焼物、燃焼規模、燃焼位置、傷病者の有無及び核燃料物質及び放射性同位元素等

への影響等の情報を提供するものとする。 

２．救助救急事象発生時の連絡 

原子力事業者は、原子力施設内で救助救急活動を必要とする事象を発見したときは、消防局に通報す

るものとする。その際、傷病者の負傷部位、程度、受傷原因及び核燃料物質及び放射性同位元素等への

影響等の情報を提供するものとする。 

３．危機管理室への連絡 

消防局が前２項の通報を受信したときは、危機管理室へ連絡するものとする。 

４．危機管理室の情報収集と伝達 

危機管理室が前項の連絡を受けたときは、大阪府、大阪府警察及びＯＦＣに連絡するとともに、必要

に応じ原子力事業者から災害事象概要を聴取するものとする。 

第２ 特定事象発生情報等の連絡 

１．特定事象発生情報等 

(1) 原子力事業者の原子力防災管理者は、特定事象発見後又は発見の通報を受けた場合、15分以内を

目途として、大阪府、所在市町、消防機関等に同時にファクシミリで通報し、主要な機関等に対し

てはその着信を確認する。また、原災法に定める事象に該当しない放射線事故等についても上記に準

じ関係機関に連絡する。 

(2) 原子力防災専門官及び上席放射線防災専門官は、収集した情報を整理し、府及び関係市町に連絡す

事務局、健康部、上下水道局、消防局、近畿大学 
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る。 

２．大阪府が設置する放射線測定設備で特定事象に至るおそれがある事象に該当する数値を

検出したとき 

危機管理室及び消防局は、大阪府及び原子力事業者から通報がない場合において、大阪府が設置して

いる放射線測定設備により、特定事象に至るおそれがある事象に該当する数値の検出を発見したとき

は、直ちに大阪府に連絡するとともに、必要に応じ原子力事業者に確認を行う。 

第３ 応急対策活動の情報連絡 

１．特定事象発生後の情報連絡 

(1) 原子力事業者の情報収集伝達 

原子力事業者は、施設の状況、応急対策活動の実施状況及び被害の状況等を、市、大阪府、安全

規制担当省庁、原子力防災専門官等に定期的に文書をもって連絡する。 

(2) 府の情報収集伝達 

  府は、原子力事業者から特定事象発生の通報を確認した後、又は府モニタリング設備により特定事

象発生の通報を行うべき数値を検出したときは、市及び指定公共機関等の関係機関に情報を迅速に伝

達する。 

(3) 市の情報収集伝達 

市が、原子力事業者からの発生の通報を確認した後、又は大阪府が設置する環境放射線監視設備

により特定事象発生の通報を行うべき数値を検出したときは、直ちに、放射線量や被害状況の把握

及び応急対策の実施のための情報収集活動を行うよう関係防災機関へ通報するとともに、情報を迅

速に伝達し相互に連絡体制を強化する。 

連絡体系 

消防局 健康部 

市立東大阪医療センター 

上下水道局

危機管理室 原子力防災管理者 大阪府 
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２．原子力緊急事態宣言発出後 

市は、国の現地対策本部、指定公共機関、大阪府、指定地方公共機関及び原子力事業者その他関係機

関と連携して、必要な情報を共有するとともに、市が行う応急対策活動の実施状況及び被害の状況等を

原子力災害合同対策協議会等（ＯＦＣ内）に随時連絡する。 

原子力防災管理者 

災害対策本部 

関係防災機関 

原子力災害現地対策本部 

消防局 
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第７節 災害広報 

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 災害広報  

市は、原子力災害の特殊性を勘案し、緊急時における市民等の心理的動揺あるいは混乱を招かないよ

うにするため、市民等に対する情報提供、広報を迅速かつ的確に行う。 

市民等への情報提供にあたっては国、大阪府及び原子力事業者と連携し、情報の発信元を明確にする。

また、平常時の広報手段を活用するほか、避難所への広報紙の掲示等、利用可能な様々な情報伝達手段

を活用し、繰り返し広報するよう努める。 

さらに、国や防災関係機関と連携し、情報の一元化を図るとともに、情報の空白時間がないよう、定

期的な情報提供に努める。 

また、現地事故対策連絡会議や原子力災害合同対策協議会の場を通じて対応方針を十分に確認した上

で、市民等に対する情報の公表、広報活動を行う。その際、その内容について国の原子力防災専門官・

原子力災害現地対策本部、防災関係機関及び原子力事業者と相互に連絡をとりあう。

１．広報の内容 

(1) 原子力災害に該当しない事象（原災法で定める事象に該当しない事故）時の広報 

ア．事象の概要  

イ．事象発生事業所における対策の状況 

ウ．事象発生事業所周辺への放射性物質及び放射線による影響 

エ．その他必要な事項 

なお、この場合においては、国の広報内容と同じものを提供する。 

(2) 特定事象発生時の広報 

ア．事故の概要 

イ．事故発生事業所における対策の状況 

ウ．市民のとるべき措置及び注意事項 

エ．要配慮者への支援の呼びかけ 

オ．その他必要と認める事項 

(3) その後の広報 

ア．事故状況及び環境への影響とその予測 

イ．大阪府、市及び防災関係機関の対策状況 

ウ．市民のとるべき措置及び注意事項 

エ．医療機関等の生活関連情報 

オ．交通規制情報 

カ．その他必要と認める事項 

事務局 
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２．広報の方法 

(1) 原子力災害に該当しない事象（原災法で定める事象に該当しない事故）時の方法 

報道機関等への情報提供を行うとともに、現場活動時において可能な限り、現場広報を行う。 

(2) 特定事象発生時以降の方法 

ア．指定避難所への職員の派遣、広報紙・ちらしの掲示・配布 

イ．視覚障害者、聴覚障害者等要配慮者に対する点字やファクシミリ等の活用 

ウ．防災行政無線（同報系）による地区広報 

エ．広報車による現場広報 

オ．新聞、ラジオ、テレビによる広報 

カ．インターネットの活用 

３．事故時の広報体制 

 (1) 広報責任者による情報の一元化 

 (2) 広報班の設置 

ア．広報資料の作成 

イ．国・大阪府をはじめ防災関係機関との連絡調整 

第２ 報道機関との連携 

市は、国及び大阪府とともに報道機関と連携して広報活動を実施するものとする。 

１．報道機関への情報提供 

事故に関する情報及び被災者に対する生活情報、応急対策の実施状況等について、放送事業者、

通信社、新聞社等の報道機関に対し、定期的な情報提供を行う。 

市は、状況に応じ国・大阪府と連携して、プレスセンターを設置し、総合的な情報の提供を行う。 

２．要配慮者に配慮した広報 

広報にあたっては、ラジオ放送の充実、手話通訳・字幕入放送・文字放送の活用など、障害者

や外国人等に配慮した広報を行う。 

３．緊急放送の依頼 

市は、災害対策基本法の規定により日本放送協会大阪拠点放送局、一般放送事業所に対して、緊急

放送を求めることができる。 
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第３ 広聴 

市は、市民の要望事項等を把握するとともに、市民からの各種問い合わせに速やかに対応できるよう、

専用電話及び専用ファクシミリを備えた窓口を開設する等、積極的に広聴活動を実施する。 
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第８節 放射性物質及び放射線の影響の早期把握のための活動 

（緊急時モニタリング等の実施） 

《実施担当》防災体制部局等 

市は、府モニタリング設備等で異常値が確認された場合、速やかに、放射性物質及び放射線の影響

を早期に把握するために、大阪府の行う緊急時モニタリング活動に協力する。 

第１ 緊急時モニタリングの実施

市は、大阪府緊急時モニタリング計画及び大阪府緊急時モニタリング実施要領に基づき、ＯＦＣに 

要員を派遣し、大阪府が行うモニタリング活動に協力するとともに、緊急モニタリングセンター資機

材の提供に努める。 

第２ 関係機関等への協力要請 

本市災害対策本部または国・大阪府による災害対策本部が未設置のときは、危機管理室は大阪府

と調整し、必要に応じて府内外の市町村、原子力事業者、環境放射分析機関に対して、緊急時モニ

タリング実施のための協力を要請する。 

事務局、健康部 
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第９節 広域応援等の要請・受入れ 

《実施担当》防災体制部局等 

市民の生命又は財産を保護するため必要と認められた場合は、速やかに他都道府県及び指定行政機関

等に対し、応援を要請するとともに、受入れ体制を整備し、各種応急対策に万全を期する。 

市長は、東大阪市単独では十分に応急措置が実施できない場合、知事に対して速やかに関係機関の応

援要請を要求する。

第１ 応援要請の要求要領 

１．要請の要求方法 

被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する事項を記載した文書を提出

する。 

ただし、そのいとまがない場合には、電話又はファクシミリ等により広域応援の要請の要求を行

い、後日文書を速やかに提出する。 

２．広域応援の内容 

関係市町における救援・救護及び災害応急・事後対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務

の提供又はそれらのあっせん。 

第２ 相互応援協定市への応援要請

市長は、必要に応じて相互応援協定を締結している市等（尼崎市）に対し、電話又は口頭等により応

援を要請し、後日、協定に定めた必要事項を記載した文書を提出する。  

第３ 職員の派遣要請等 

市長は、災害応急対策又は災害復旧対策を実施するため、本市職員のみでは対応ができないと認め

た場合に、他の地方公共団体、指定地方行政機関の長、指定公共機関に対する職員派遣要請又は知事

等に対する指定地方行政機関、指定公共機関等の職員派遣のあっせん要請を、次の必要事項を記載し

た文書で行う。 

事務局、消防局、大阪府
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(1) 派遣又は派遣のあっせんを要請する理由 

(2) 派遣又は派遣のあっせんを要請する職員の職種別人員数 

(3) 派遣又は派遣のあっせんを必要とする期間 

(4) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(5) その他必要な事項 

第４ 緊急消防援助隊の派遣要請 

市長は、市民の救助、救出のため及び燃焼を阻止するため、知事に対して緊急消防援助隊の派遣に

ついて要請を要求することができる。 

第５ 広域応援等の受入れ 

広域応援等の要請を要求した防災関係機関は、広域応援部隊の内容、到着予定日時、場所、活動日

程等を確認し、対策拠点施設、広域防災拠点等適切な場所へ受入れる。特に、ヘリコプターを使用す

る活動を要請した場合は、災害時用臨時ヘリポート等の準備に万全を期する。 
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第１０節 自衛隊の災害派遣要請

《実施担当》防災体制部局等 

市長は、市民の生命又は財産を保護するため必要と認めた場合は、自衛隊と被害情報等について緊密

に連絡を図り、知事に対して自衛隊の災害派遣の要請を要求するものとする。 

第１ 自衛隊の派遣要請 

(1) 市長が、知事に対して自衛隊の災害派遣を要求しようとする場合は、次の事項を明らかにし、電話

又は口頭をもって要求する。なお、その後速やかに知事に文書を提出するものとする。 

ア．災害の情況及び派遣を要請する理由 

イ．派遣を希望する期間 

ウ．派遣を希望する区域及び活動内容 

エ．その他参考となるべき事項 

(2) 市長は、通信の途絶等により、知事に対して要請の要求ができない場合は、直接自衛隊に災害の情

況を通知するものとする。なお、この通知をした場合は、その旨を速やかに知事に通知する。 

事務局、自衛隊

（
要
求
で
き
な
い
場
合
）

     市   長 

  大阪府知事（危機管理室） 

           直通 06(6944)6021 

      大阪府防災行政無線 220-8921、8920 

       防衛省 陸上自衛隊 中部方面総監部 

   TEL 072(782)0001     

要

求

要

請

通

知
通

知
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第２章 災害応急対策  第１０節 自衛隊の災害派遣要請 

第２ 派遣部隊の受入れ 

派遣部隊の受入れにあたって、次の事項に留意する。 

(1) 市長の自衛隊の災害派遣要請の要求により、自衛隊が派遣される場合は、緊急事態応急対策実

施区域等へ誘導するものとする。この場合、警察官に誘導の要請ができるものとする。 

(2) 市は、自衛隊から連絡調整のために派遣された連絡員のための連絡所を設置する。 

(3) 市は、派遣部隊との現地での連絡調整のため、東大阪市現地本部員の中から連絡担当者を指名す

る。 

(4) 大阪府及び市は、へリコプターを使用する活動を要請した場合は、災害時用臨時へリポート等

の準備に万全を期する。 

第３ 派遣部隊の活動 

派遣部隊は、防災関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して次の業務を実施する。 

１．モニタリング支援 

航空機等により、現地に動員されたモニタリング要員及び機材を搭載し、空からのモニタリング

を支援する。 

２．被害状況の把握 

車両、航空機等状況に適した手段によって、情報収集活動を行い、被害の状況を把握する。 

３．避難の援助 

屋内退避、避難又は一時移転の勧告又は指示が発令され、安全面の確保等必要がある場合は、退避

者の誘導、輸送を行い、避難を援助する。 

４．行方不明者の捜索救助 

主に原子力事業所外において行方不明者、負傷者、被ばく者等が発生した場合は、通常他の救援活

動に優先して捜索救助を行う。 

５．消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具をもって、消防機関に協力して主に原子力

事業所外で消火にあたるが、消火薬剤等は、通常関係機関の提供する物を使用する。 

６．応急医療及び救護 

被災者又は被ばく者に対し応急医療及び救護を行うが、薬剤等は、通常関係機関の提供するものを
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使用する。 

７．人員及び物資の緊急輸送 

汚染・被ばく患者や被ばく傷病者等、医師その他救護活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送

を実施する。この場合において、航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについ

て行う。 

８．危険物の保安及び除去 

被ばく者及び被ばくした施設等の除染等、自衛隊が実施可能なものについて、危険物の保安措置及

び除去を実施する。 

第４ 撤収要請 

市長は、知事に対して、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、自衛隊の撤収要請の要求

をする。 
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第１１節 防災業務関係者の安全確保 

《実施担当》防災体制部局等 

市は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には、国、大阪府、原子

力事業者及び現場指揮者との情報交換を行い、連携を密にし、適切な被ばく管理を行う。 

また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可能性のある環境下で作業する場合

の防災業務従事者相互の安全チェック体制の整備など安全管理に努める。

第１ 防護対策

(1) 市は、必要に応じ管轄する防災業務関係者に対し、防護服、防護マスク及び線量計等の防護資

機材の装着等必要な配置を図るよう指示する。 

(2) 市は、防護資機材の確保を図るとともに、不足が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、

防護資機材の調達を行う。 

 資料1-32：原子力防災活動資機材配備状況 

第２ 防災業務関係者の被ばく管理

(1) 防災業務関係者の被ばく管理は、原則として各機関の責任において行う。市は、市の防災業務

関係者の被ばく管理を担う班を東大阪市現地本部に置く。 

(2) 市は、大阪府と協力し、原子力災害医療現地派遣チームと緊密な連携のもと被ばく管理を行う

ため、被ばく管理を行う場所を設定し、必要に応じ除染等の医療措置を行うものとする。 

さらに、被ばく管理の要員が不足する場合や高度な判断が必要な場合には、国・大阪府に対し、

原子力災害医療派遣チーム等の派遣要請を行うものとする。 

第３ 防災業務関係者の放射線防護に係る指標 

防災業務関係者（ただし、民間事業者及び他の法令等により線量当量限度が定められている場合を除

く）の放射線防護に係る指標は次のとおりである。 

なお、これらの防災業務関係者の放射線防護に係る指標は上限であり、防災活動に係る被ばく線量を

できる限り少なくするよう努力する。 

【指標】  

実効線量で５０ｍＳｖを上限とする。 

ただし、災害の拡大の防止及び人命救助等緊急かつやむを得ない作業を実施する場合の被ばく線量

は、実効線量で１００ｍＳｖを上限とする。 

また、作業内容に応じて、必要とあれば、次の被ばく線量をあわせて用いる。 

事務局、健康部、消防局、大阪府
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・目の水晶体：等価線量で３００ｍＳｖを上限とする。 

・皮膚：等価線量で１Ｓｖを上限とする。
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第１２節 屋内退避・避難誘導 

《実施担当》防災体制部局等 

放射性物質及び放射線の放出に伴う放射線被ばくから市民を防護するため、屋内退避又は避難のた

めの勧告、指示をし、安全に避難誘導するとともに、これら避難者及び居住場所を失った者を、一時

的に収容するための避難に関する措置を講ずる。 

第１ 屋内退避及び避難等に関する指標 

市は、内閣総理大臣から原子力緊急事態宣言が発出された場合は、原子力災害対策本部の指示、助

言又は独自の判断により、原災法15条第２項により公示される緊急事態応急対策実施区域及びその周

辺の市民に対し、屋内退避の措置をとる。 

また、放射性物質の放出後は緊急モニタリングの結果に応じ、防護措置の実施を判断する基準であ

る運用上の介入レベル（ＯＩＬ(※)）に基づき、避難又は一時移転を実施する。 

ＯＩＬと防護措置について 

 基準の 

種類 
基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

緊

急

防

護

措

置

ＯＩＬ１ 

地表面からの放射線、再

浮遊した放射性物質の吸

入、不注意な経口摂取に

よる被ばく影響を防止す

るため、住民等を数時間

内に避難や屋内退避等さ

せるための基準 

500μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の

空間放射線量率※２） 

数時間内を目途に区域

を特定し、避難等を実

施（移動が困難な者の

一時屋内退避を含

む。） 

ＯＩＬ４ 

不注意な経口摂取、皮膚

汚染からの外部被ばくを

防止するため、除染を講

じるための基準 

β線：40,000cpm※３

（皮膚から数cmでの検出器の

計数率） 

避難又は一時移転の基

準に基づいて避難等し

た避難者等に避難退域

時検査を実施して、基

準を超える際は迅速に

簡易除染等を実施 
β線：13,000cpm※４ 

【１ヶ月後の値】 

（皮膚から数cmでの検出器の

計数率） 

事務局、公民連携協働室、人権文化部、市民生活部、福祉部、生活支援部、健康部、環境部、土木部、

消防局、大阪府、大阪府警察、自衛隊 
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早

期

防

護

措

置

ＯＩＬ２ 

地表面からの放射線、再

浮遊した放射性物質の吸

入、不注意な経口摂取に

よる被ばく影響を防止す

るため、地域生産物※５の

摂取を制限するととも

に、住民等を１週間程度

内に一時移転させるため

の基準 

20μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の

空間放射線量率※２） 

１日内を目途に区域を

特定し、地域生産物の

摂取を制限するととも

に、１週間程度内に一

時移転を実施 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬ の値であり、地上沈着した放射性核種組成

が明確になった時点で必要な場合にはＯＩＬ の初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放

射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断

基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間

放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線

量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量

率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間

放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると

判断する。 

※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が20cm2 の検出器を利用した場合の計数

率であり、表面汚染密度は約120Bq/cm2 相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、

この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。 

※４ ※３と同様、表面汚染密度は約40Bq/cm2 相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数

率の換算が必要である。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であ

って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

ＯＩＬ（Operational Intervention Level） 

（線. 量に応じた判断基準、運用上の介入レベル） 

第２ 屋内退避・避難等の指示 

放射性物質及び放射線の放出に伴う放射線被ばくから市民を防護し、被害の拡大を防止するため特

に必要があると認める場合は、避難等のため立退き又は屋内退避の指示を行う。 

１．勧告・指示実施責任者

(1) 市長は、原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示に従い又は独自の

判断で、放射性物質及び放射線の放出に伴う放射線被ばくから市民を防護し、被害の拡大を防止

するため特に必要があると認める場合は、避難等のための立退き又は屋内退避の指示（具体的な

避難経路、避難先を含む。）を行う。（原災法15条及び28条、災害対策基本法60条） 

(2) 市長は、国が、原子力災害の観点から、屋内退避指示を出している中で、自然災害を原因とす

る緊急の避難等が必要になった場合には、人命最優先の観点から、当該地域の住民等に対し、独

自の判断で避難指示を行う。 
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(3) 知事は、市長が全部又は大部分の事務を行うことができなくなった時は、避難等のための立退

き又は屋内への退避の指示に関する措置の全部又は一部を市長に代わって行う。（原災法28条、

災害対策基本法60条） 

(4) 警察官は、市長による避難等のための立退き又は屋内への退避の指示ができないと認めると

き、又は、市長から要求があったときは、避難等のための立退き又は屋内への退避を指示する。

（原災法28条、災害対策基本法61条） 

(5) 原子力災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警

察官がその現場にいない場合に限り、避難等の措置を講じる。（自衛隊法94条） 

２．避難等の指示及び市民への伝達

市長等は、指示にあたっては、屋内退避又は避難等の指示が出された地域名、避難先、避難等理

由等を明示し、防災行政無線（同報系）、広報車等により周知徹底を図るとともに、屋内退避・避

難誘導計画に定めた方法で避難状況を確認する。なお、周知にあたっては、要配慮者に配慮する。 

３．避難路の確保

大阪府、大阪府警察、市及び道路管理者は、市民の安全のために避難路の確保に努める。 

第３ 避難者の誘導

１．市

市民の避難誘導は、「避難行動要支援者避難支援プラン全体計画」等に基づき、市、避難支援

等関係者（自主防災組織、自治会、社会福祉協議会等）が協力し、できる限り集団避難により行

うこととし、避難行動要支援者を優先するものとする。また、避難経路については、安全を十分

確認し、特に危険な箇所には誘導員の配置、誘導ロープの設置、また夜間においては、可能な限

り照明器具等を使用して、避難中の事故防止に万全を期すものとする。 

２．学校、病院等の施設管理者 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、施設内の利用者等を安全に

避難させるため、避難誘導を行う。 

第４ 警戒区域の設定

警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を

命ずる。 
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１．設定者 

(1) 市長は、原子力緊急事態宣言があったときから原子力緊急事態解除宣言があるまでの間におい

て又は独自の判断で、放射性物質及び放射線の放出に伴う放射線被ばくから市民を防護し、被害

の拡大を防止するため特に必要があると認める場合は、警戒区域を設定する。（原災法28条、災

害対策基本法63条） 

(2) 知事は、市が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは市長が実施すべきこの

応急対策の全部又は一部を代行する。（原災法28条、災害対策基本法73条） 

(3) 警察官は、市長若しくはその委任を受けた市の吏員が現場にいないとき、又は市長から要請が

あったときは警戒区域を設定する。（原災法28条、災害対策基本法63条） 

(4) 原子力災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他職権を行うことができる者がその

場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。（原災法28条、災害対策基本法63条） 

２．規制の内容及び実施方法 

市長等は、警戒区域を設定したときは、退去の確認又は立ち入り禁止の措置を講じるとともに、

大阪府警察の協力を得て、可能な限り防犯等のためのパトロールを実施する。 
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第１３節 指定避難所の開設・運営 

《実施担当》防災体制部局等  

原子力緊急事態宣言が発出された場合における内閣総理大臣の指示に従い又は災害対策本部会議等の

決定に基づき、避難を必要とする市民を一時的に収容し保護することのできる指定避難所、避難退域時

検査及び簡易除染の場所を指定し、開設するとともに、市民への周知を行う。 

第１ 指定避難所の開設

原子力災害時の避難所は、第１次避難所のうち、下表のとおりとする。 

原子力災害時の避難所 

第１次避難所 

上小阪小学校、上小阪中学校 

弥刀小学校 

弥刀東小学校 

これらの避難所を開設しても不足する場合は、他の第１次避難所の中から、適宜避難所を開設する。

第１次避難所を開設しても不足する場合は、第２次避難所、第３次避難所の順に開設する。 

必要により、大阪府に対して大阪府域の他の市町村への応援の指示、他都道府県への応援要請などに

より施設の確保を図るとともに、関係機関の協力を得て避難者を移送するための措置を要請するものと

する。 

１．勤務時間内に避難所を開設する場合 

事務局の指示により、第１次避難所の施設管理者が避難所を開設する。 

２．勤務時間外に避難所を開設する場合 

事務局の指示により、避難所配備職員が、施設管理者等と協力して第１次避難所を開設する。 

第２ 指定避難所の管理、運営

避難所配備職員は、自主防災組織・自治会等の協力を得て、避難者を収容し保護するなど、その管

理運営にあたるものとする。 

公民連携協働室、人権文化部、市民生活部、健康部 
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第２章 災害応急対策  第１３節 指定避難所の開設・運営 

１．指定避難所の管理 

(1) 指定避難所には、管理責任者を置く。 

(2) 管理責任者は、指定避難所の管理運営を総括するとともに、適宜その状況を公民連携協働室・

市民生活部を通じて事務局に報告する。 

２．指定避難所の管理、運営の留意点

避難者による自主的な運営を促すとともに、次の事項に留意して、指定避難所の円滑な管理、運営

に努める。 

(1) 避難者の把握 

(2) 混乱防止のための避難者心得の掲示 

(3) 緊急事態応急対策の実施状況・予定等の情報の掲示 

(4) 生活環境への配慮 

(5) 要配慮者、一時滞在者への配慮 

(6) 避難の長期化等の状況に応じた、プライバシーの確保及び男女のニーズの違い等男女双方の視 

点への配慮 

(7) 相談窓口の設置（女性相談員の配置に配慮する。） 

(8) 家庭動物のためのスペース確保に関する配慮 

(9) 家庭動物飼養者の周辺への配慮の徹底 

(10) 安定ヨウ素剤の準備 

(11) 避難退域時検査及び簡易除染の実施 
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第２章 災害応急対策  第１４節 医療救護活動 

第１４節 医療救護活動

《実施担当》防災体制部局等 

市は、現地に救護所を設置するとともに、医療班を派遣し、放射線被ばく又は放射性物質による汚染

を受けた者のほか、緊急時の混乱等により生じる一般傷病者等に対する医療救護活動を実施する。 

また、市単独では十分対応できない程度の事象が発生した場合は、医師会、大阪府及び日本赤十字社

大阪府支部に医師の派遣要請を行う。 

市は、迅速な医療救護活動を実施するため、医療班及び衛生班をＯＦＣに派遣する。

第１ 医療救護活動

１．医療救護活動 

市は、迅速な医療救護活動を実施するため、現地に救護所を設置・運営するとともに、医師会等の協 

力を得て、医療救護チームを編成し、医療救護活動を実施する。 

医療班は、必要に応じて国の原子力災害医療派遣チームの指導を受け、大阪府の医療対策班と協力し

つつ、放射線被ばく又は放射線物質による汚染を受けた者のほか、緊急時の混乱等により生ずる一般傷

病者に対する医療救護活動を実施する。 

その際、原子力災害以外の災害の発生状況等も勘案しつつ、災害拠点病院やＤＭＡＴ等が行う災害医

療活動と緊密に連携する。 

また市単独では十分対応できない場合は、府及び府を通して日本赤十字社大阪府支部に医療班への派

遣要請を行う。 

２．安定ヨウ素剤の配布等 

原子力規制委員会の判断及び原子力災害対策本部の指示又は大阪府等の判断があった場合、大阪府と

の連携により、市民等に対して安定ヨウ素剤を配布と適切な服用の指示に努める。

第２ 汚染・被ばく患者及び被ばく傷病者の原子力災害医療機関等への搬送

市は、汚染・被ばく患者及び被ばく傷病者の原子力災害医療機関等への搬送については、「緊急被ば

く医療活動マニュアル」に基づき、次の医療機関に搬送するものとし、消防局に対し搬送手段の優先的

確保、または自衛隊に対し搬送支援などの要請を要求するものとする｡ 

なお、一般傷病者については、必要に応じ、消防機関に医療機関等への搬送を要請するものとする。 

健康部、消防局 
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第２章 災害応急対策  第１４節 医療救護活動 

被ばく者の搬送先病院 

一次 

東大阪市西岩田３－４－５    中河内救命救急センター     06-6785-6166 

二次 

大阪市中央区法円坂２－１－14   国立病院機構 大阪医療センター 06-6942-1331 

第３ 被ばく線量の把握 

市は、国及び大阪府との連携により、原子力緊急事態宣言発出後、１週間以内を目途に緊急時におけ

る放射性ヨウ素の吸入による内部被ばくの把握を、１か月以内を目途に放射性セシウムの経口摂取によ

る内部被ばくの把握を、さらには、速やかに外部被ばく線量の推計等を行うための行動調査に努める。 

―511―



第６編 原子力災害対策編 

第２章 災害応急対策  第１５節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

第１５節 飲料水、飲食物の摂取制限等

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 飲料水、飲食物の摂取制限

府は、飲料水、飲食物等について、緊急時モニタリング結果に応じたＯＩＬ（※）に基づき、放射性

物質の濃度が下表の「飲食物摂取制限に関する指標」又は「食品衛生法」の基準を超え、又は超える

おそれがあると認められる場合は、国の指導・助言及び指示等を踏まえ、汚染水源の使用禁止、汚染

飲料水の飲用禁止及び汚染飲食物の摂取制限等必要な措置をとるよう市に指示を行う。 

市は、市民の健康を守るため緊急に必要があると認めるとき又は府から飲料水、飲食物等の摂取制

限措置の指示があったときは、汚染飲料水及び飲食物の摂取を制限し、又は禁止する。 

〈ＯＩＬと防護措置〉 

基準の 

種類 
基準の概要 初期設定値※１

防護措置 

の概要 

早
期
防
護
措
置

ＯＩＬ２ 地表面からの放射線、

再浮遊した放射性物

質の吸入、不注意な経

口摂取による被ばく

影響を防止するため、

地域生産物※３の摂

取を制限するととも

に、住民等を１週間程

度内に一時移転させ

るための基準 

20μSv/h 

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率※２） 

１日内を目途に区

域を特定し、地域

生産物の摂取を制

限するとともに、

１週間程度内に一

時移転を実施 

飲
食
物
摂
取
制
限
※
７

飲食物に

係るスク

リーニン

グ基準 

ＯＩＬ６による飲食

物の摂取制限を判断

する準備として、飲食

物中の放射性核種濃

度測定を実施すべき

地域を特定する際の

基準 

0.5μSv/h※４

（地上１ｍで計測した場合の空間放

射線量率※２） 

数日内を目途に飲

食物中の放射性核

種濃度を測定すべ

き区域を特定 

ＯＩＬ６ 経口摂取による被ば

く影響を防止するた

め、飲食物の摂取を制

限する際の基準 

核 種 
※５ 

飲料水、牛

乳・乳製品 

野菜類、穀

類、肉、卵、

魚、その他 

１週間内を目途に

飲食物中の放射性

核種濃度の測定と

分析を行い、基準

を超えるものにつ

き摂取制限を迅速

に実施 

放 射 性

ヨウ素 
300Bq/kg 2,000Bq/kg

※６

放射性 

ｾｼｳﾑ 
200Bq/kg 500Bq/kg 

公民連携協働室、市民生活部、都市魅力産業スポーツ部、健康部、上下水道局、選挙管理委員会事務

局、監査委員事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局 

―512―



第６編 原子力災害対策編 

第２章 災害応急対策  第１５節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬ の値であり、地上沈着した放射性核種組成
が明確になった時点で必要な場合にはＯＩＬ の初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放
射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断
基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間
放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線
量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量
率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間
放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると
判断する。 

※３ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であ
って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※４ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値と
する。 

※５ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけ
るＯＩＬ６を参考として数値を設定する。 

※６ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 
※７ ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種

濃度の測定が開始されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施及び当該測定の対象の決定
に係る基準であるＯＩＬ３等を設定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区
域を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。

ＯＩＬ（Operational Intervention Level） 
（線. 量に応じた判断基準、運用上の介入レベル） 

第２ 飲料水及び飲食物の供給 

市は、飲料水、飲食物の摂取制限等の措置を行った場合は、大阪広域水道企業団及び防災関係機関

と協力して関係市民への給水車等による応急給水、備蓄食料及び市内等の業者からの調達による応急

食料の供給を行う。 

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ

及び超ｳ

ﾗ ﾝ元素

のｱﾙ ﾌ ｧ

核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 
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第２章 災害応急対策  第１６節 交通規制・緊急輸送活動 

第１６節 交通規制・緊急輸送活動

《実施担当》防災体制部局等 

大阪府警察及び道路管理者は、原子力緊急事態の発出があった場合において、災害応急対策に必要な

交通規制を第４編 風水害対策編 第２章 災害発生後の活動 第５節 交通の緊急確保に準じて実施す

る。 

市をはじめ防災関係機関は、救助・救急、医療並びに緊急物資の供給を迅速かつ的確に実施するため、

第４編 風水害対策編 第２章 災害発生後の活動 第６節 輸送体制の確保に基づき緊急輸送活動に努

める。

事務局、交通戦略室、土木部、消防局、各部局 
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第２章 災害応急対策  第１７節 救助・救急活動 

第１７節 救助・救急活動

《実施担当》防災体制部局等 

１．災害応急対策の実施状況の把握 

市は、災害事態応急対策の実施状況の早期把握と関係機関への情報伝達に努める。 

２．救助・救急活動 

市は、大阪府警察、関係機関との密接な連携のもと、人命救助活動や行方不明者の捜索を実施 

するとともに、医療機関と連携した救急活動を実施する。 

３．応援の要請 

市単独では十分に救助・救急活動が実施できない場合、負傷者を搬送するためヘリコプター等が必

要な場合、又は資機材が必要な場合は、大阪府、他の市町村などに応援を要請する。 

また、市は応援市町村に対して、放射性物質及び放射線の影響範囲、地理などの情報を提供する。 

事務局、消防局、大阪府、大阪府警察、関係機関 
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第２章 災害応急対策  第１８節 社会秩序の維持 

第１８節 社会秩序の維持

《実施担当》防災体制部局等 

市をはじめ防災関係機関は、流言飛語の防止に努める等、被災地域における社会秩序の維持を図る。 

第１ 市民への呼びかけ

市は、各種の応急対策の推進、実情周知による人心の安定、さらには、復興意欲の高揚を図るた

め、被害の状況や応急・復旧対策に関する情報を積極的に市民に提供するとともに、秩序ある行動を

とるよう呼びかけを行う。 

第２ 警備活動 

大阪府警察は、応急対策実施区域及びその周辺における公共の安全と秩序を維持するため、関係機

関との密接な連絡協力のもと、犯罪防止対策を重点とした警備活動を実施する。 

事務局、大阪府警察、関係機関
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第３章 その他の原子力災害 

第３章 その他の原子力災害 

《実施担当》防災体制部局等 

第１ 核燃料物質等の事業所外運搬中の事故に対する応急対策 

市内において、核燃料物質等の事業所外運搬中の事故により特定事象が発生した（事業所外運搬に使

用する容器から１メートル離れた場所において、100μsv/h以上の放射線量が検出されるなど）場合及

び原子力緊急事態宣言が発出された場合は、本編に定める内容を準用して、市、大阪府、防災関係機関

及び原子力事業者は迅速かつ円滑な応急対策を実施するものとする。 

第２ 放射性同位元素等を原因とする事故に対する応急対策 

原子力事業所以外の事業所等での核燃料物質や放射性同位元素等を原因とする事故（放射線災害）が

発生した場合には、防災関係機関及び核燃料物質の使用施設の設置者並びに放射性同位元素取扱事業者

（放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条に規定する放射性同位元素の使用者、

販売業者、賃貸業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者をいう。）等は、本編に

準じて、必要な応急対策を講じるものとする。 

全部局、大阪府、防災関係機関
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第４章 広域避難の受入れ 

第４章 広域避難の受入れ

《実施担当》防災体制部局等 

原子力災害に係る広域避難の受入れについては、関西広域連合が策定する「原子力災害に係る広域避

難ガイドライン」で、避難元となる府県・市町村が定める広域避難計画に基づき、本市では滋賀県から

の広域避難の受入れ体制を整備する。 

〈大阪府市町村マッチング結果〉 

〈東大阪市受入れ地区人数〉 

府県名 市町村名 避難対象人口 大阪府 

滋賀県 

（２市） 

長浜市 ２５，７０８人 １９市６町１村 

高島市 ２８，５６９人 １５市３町 

計 ５４，２７７人  

市町名 地区名１ 地区名２ 地区名３ 人数 
避難退域時 

検査場所候補地 

避難先 

長浜市 高月町 富永
とみなが

 高野
たか の

 ２３１人  

湖北体育館 
花園中央公

園多目的芝

生広場 

高月
たかつき

柏原
かしはら

 ８４９人 

渡
とう

岸寺
がん じ

 ２４９人 

落
おち

川
かわ

 ３９３人 

森本
もりもと

 ２３８人 

宇根
う ね

 ５５３人 

東阿閉
ひがしあつじ

 ４２１人 

古保利
こ ほ り

 熊野
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第５章 災害復旧対策 

《実施担当》防災体制部局等 

原災法第１５条第４項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった以後において、原子力災害から

の速やかな復旧が図れるよう原子力災害復旧対策を推進する。 

第１ 放射性物質による汚染の除去等 

大阪府、市をはじめとした防災関係機関及び原子力事業者は、放射性物質に汚染された物質の除去及

び除染作業を行う。 

第２ 各種制限措置の解除 

市は、大阪府からの解除の指示又は要請に基づき、各種制限措置を解除する。 

第３ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 

市は、大阪府とともに、原子力緊急事態解除宣言後、防災関係機関及び原子力事業者と協力して、環

境放射線モニタリングを実施し、その結果を速やかに公表する。

第４ 災害地域住民に係る記録等の作成 

１．災害地域住民の登録 

市は、避難及び屋内退避の措置をとった市民等に対し、災害時に当該地域に所在した旨の証明、

また、指定避難所等においてとった措置等を登録するとともに、その結果を大阪府に報告する。 

２．損害調査の実施 

市は、市民等が受けた損害の調査を実施し、その結果を大阪府に報告する。 

３．緊急事態応急対策措置状況の記録 

市は、災害地域の汚染状況、応急対策措置及び復旧対策措置を記録する。 

全部局、大阪府 
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第５ 風評被害等の影響の軽減 

市は、国及び大阪府と連携し、原子力災害による風評被害等の未然防止及び影響を軽減するために、

農林水産業、地場産業の商品等の適正な流通の促進のための広報活動を行う。 

第６ 心身の健康相談体制の整備 

市は、国及び大阪府とともに、原子力事業所の周辺地域の市民等に対する心身の健康に関する相談に

応じるための体制を整備する。 
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